
様式１

宮城労働局・各労働基準監督署、中央労働災害防止協会東北安全衛生サービス
センター、建設業労働災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災害防
止協会宮城県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部、林業・木
材製造業労働災害防止協会宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協会

株式会社　髙節土建

宣言日

事業場名

 SafeworK 向上宣言
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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は、事業主として、安全は、会社経営の基盤であること

から、労働者が安心して働くことのできる職場づくりを進め

ます。

１ 作業打合せを確実に行います。

２ 作業手順書を作成し、安全作業を行わせます。

３ 不具合があれば、機械は必ず停止して対応させます。

私たち労働者は、事業主の宣言に基づき、不安全行動を行

わない作業を進めます。

１ 作業打合せに参加し安全作業を確認します。

２ 作業手順書を確認し、これを順守して作業を行います。

３ 不具合があれば、機械を停止してから対応します。


